
 
令和元年第７回教育委員会会議録  

                                                                       （要点筆記） 

 

開 催 日 令和元年５月15日（水） 

 

  開催場所 名寄市役所 名寄庁舎 ４階大会議室 

                                      

  教育長及び教育委員  

      教育長  小 野 浩 一 

           委 員  松 田 潤 子 

           委 員   髙 橋 雅 樹 

          委 員  中 枝 範 子 

               委 員  梅 野   新 

   

 教育委員会事務局・その他機関の長等説明員 

               教育部長           河 合 信 二 

               学校教育課長          荒 井 昭 典 

        参事（指導主事）            千 葉 良 彦 

 生涯学習課長         伊 藤 慈 生 

        生涯学習課主幹        鷲 見 良 子（欠席） 

        智恵文公民館長          紀國谷 康 子 

               風連公民館主幹              中 山 勇 人 

               児童センター館長        芝 野 美 記 

        北国博物館長          吉 田 清 人 

 市立名寄図書館長       鈴 木 カヲル 

        なよろ市立天文台長      村 上 恭 彦 

               学校給食センター所長     小笠原   弘 

               学校教育課総務係長       伊 藤 富貴子 

 

 傍 聴 人 ０名 

      

 開 会   午後３時00分 

       

 会議録署名委員の指名 

     髙橋委員  

 

   別紙のとおり会議の顛末を記載し、その相違なきことを証するため、ここに署名委員とともに 

署名する。 

 

         教 育 長 

 

 

         署名委員  

 



教育行政報告   

 教育長より教育行政について報告 

１ 第1回上川北学区公立高等学校配置計画地域別検討協議会について 

  ・4月25日駅前交流プラザよろーなにて開催 

  ・上川教育局長挨拶のあと、高校教育課企画支援担当課長などから説明。 

  ・平成35年以降、38年までに学区全体で63名の中卒者減が見込まれることや、現在、大幅な欠員を

生じていることから、名寄市内で学校、学科の配置状況を考慮した定員調整の検討が必要という説

明がなされた。  

 

２ 平成31年度北海道都市教育長会春季定期総会について 

  ・5月9日留萌市において開催 

  ・北海道教育委員会行政説明、意見交換等が行われた。 

   

会務報告  教育部長から、前回の教育委員会議以降本日までの会務を報告 

 

協議事項 

議案第１号 名寄市教育委員会教育長職務代理者の指名について 

   〔教育長〕地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13条第２項の規定に基づき、松田潤子委員 

を名寄市教育委員会教育長職務代理者として指名する 

          

  議案第２号 名寄市青少年問題協議会委員の委嘱について 

〔児童センター所長〕名寄市青少年問題協議会条例第３条の規定に基づき、名寄市青少年問題 

協議会委員を次のとおり委嘱しようとする。 

   〔教育長〕意見はないか 

                   異議なく承認 

 

議案第３号 名寄市児童館及び名寄市児童クラブ運営委員の委嘱について 

〔児童センター所長〕名寄市児童館条例第12条及び名寄市児童クラブ条例第11条の規定に基づ 

き名寄市児童館運営委員兼ねて名寄市児童クラブ運営委員を次のとおり委嘱しようとする 

      〔教育長〕意見はないか 

                   異議なく承認 

 

 議案第４号 名寄市スポーツ推進委員設置規則の廃止について 

   〔教育部長〕スポーツ・合宿推進課が総合政策部に移管したことから、所管の規則を廃止しよ 

    うとする 

〔教育長〕意見はないか 

               異議なく承認 

 

報告事項 

報告第１号 名寄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

〔教育部長〕改元が行われたことにともなう条例の一部改正を報告いたします 

          

連絡事項等は省略 

 

  閉 会    午後３時45分   


